
公 募 公 告 

 

 下記のとおり公募に付します。 

 令和６年２月５日 

 

支出負担行為担当官 

                      こども家庭庁長官官房参事官 

𠮷田 武司  

 

支出負担行為担当官 

こども家庭庁成育局参事官（事業調整担当） 

里平 倫行 

 

記 

 

 １．契約担当官等の官職 

   支出負担行為担当官 こども家庭庁長官官房参事官 

   支出負担行為担当官 こども家庭庁成育局参事官（事業調整担当） 

 

 ２．公募に付する事項 

 （１）件  名 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給 

 （２）契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 ３．公募に参加する者に必要な資格等 

 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

    なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者については、この限りではない。 

 （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

 （３）内閣府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている

期間中でないこと。 

 （４）令和４・５・６年度の内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）を保有し、「役務の提供等」

において「運送」の営業品目を選択した者であること。 

（５）本件に関する参加条件を全て満たしている者であること。 

ア 特別区・武三交通圏の認可法人であること。 

イ ２４時間配車可能な車両を５００台以上保有していること。 

ウ 本公告により１．に示す契約担当官等（以下、「契約担当官等」という。）が契約する

全ての法人で使用可能な共通タクシー乗車券を無償で契約担当官等に提供できること。

（本公告により契約担当官等が契約する全ての法人間で協議し、契約担当官等が提示す

るサンプルを参考に作成のうえ、提供すること。） 

 



エ ウの乗車券の使用による手数料がかからないこと。 

オ 月毎の支払いが可能なこととし、請求書は使用単位である部局に属する局課ごとに 

作成すること。 

（５）接客態度、運転技術に優れ、安全かつ的確に目的地まで運行できること。 

 

 ４．公募説明書の交付場所 

   交付場所  東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング２２階２２１８室 

         こども家庭庁長官官房総務課経理室 

 

 ５．提出書類 

 （１）参加申請書（なお、参加申請書の提出をもって暴力団排除に関する誓約事項（別記）に

誓約したものとする。） 

 （２）上記３（４）及び（５）ア～ウについて確認可能な資料（コピー可） 

 （３）見積書（例：車種や距離、時間ごとの運賃、割引や深夜割増などの料金を記載したもの） 

 

 ６．参加申請書等の提出期限及び場所 

    提出期限  令和６年２月２１日（水）１８時まで 

    提出場所  東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング２２階２２１８室 

こども家庭庁長官官房総務課経理室 伊藤 

 

 ７．契約者の決定方法 

    提出書類を期限までに提出し、上記３．に掲げた条件を満たす全ての者と契約する。た

だし、契約締結はするが使用を確約するものではない。 

審査結果は、令和６年２月２７日（火）１８時までに全者に連絡する。 

 

 ８．必要書類の無効等 

   本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の申込書等は無効とする。 

 

９．その他 

（１）詳細は、公募説明書による。 

 （２）本件は、令和６年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、採択

予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とする。 

 

10．本公告に関する問い合わせ先 

東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング２２階２２１８室 

こども家庭庁長官官房総務課経理室 伊藤 

ＴＥＬ ０３－６７７８－５６００（直通） 



別記 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について参加申請書の提

出をもって誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表）

等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

                    記 

 

１ 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 

(1) 契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

   

 

２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 

 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以

降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締



結する場合の当該契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当

該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受

けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約

担当官等へ報告を行います。 

 

 

 


